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招
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名
簿
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に
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す
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問
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し
、
別
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答
弁

書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
の
廃
棄
の
真
実
性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
廃
棄

さ
れ
て
い
る
。 

 
 

お
尋
ね
の
「
廃
棄
し
た
日
付
が
わ
か
る
文
書
、
書
類
」
及
び
「
招
待
者
名
簿
を
管
理
し
て
い
る
担
当
者
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各
「
桜
を
見
る
会
」

の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
廃
棄
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
内
閣
府
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
か

ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各
「
桜
を
見
る
会
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
催
日
か
ら
一
年
程
度
後
に
、

平
成
三
十
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
桜
を
見
る
会
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
終
了
後
遅
滞
な
く
廃
棄
し
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
三
十
一
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
桜
を
見
る
会
」
の
紙
媒
体
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
、

廃
棄
に
用
い
た
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
の
使
用
記
録
等
か
ら
、
令
和
元
年
五
月
九
日
に
廃
棄
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
同
招
待

者
名
簿
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
も
、
内
閣
府
に
お
い
て
、
同
月
七
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で
の
間
に
、
こ
れ
を
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廃
棄
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各

「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
内
閣
府
に
お
い
て
、
紙
媒
体
及
び
電
磁
的
記
録
の
双
方
に
つ
い
て
廃
棄
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
確
認
に
当
た
り
、
御
指
摘
の
「
ロ
グ
」
を
用
い
た
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
三
及

び
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
再
確
認
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
各
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
数
の
合
計
及
び
そ

の
う
ち
内
閣
府
大
臣
官
房
総
務
課
作
成
に
係
る
招
待
者
の
内
訳
を
記
載
し
た
文
書
に
「
各
界
功
績
者
（
総
理
大
臣
等
）
」
と

分
類
さ
れ
て
い
る
招
待
者
数
に
つ
い
て
、
内
閣
府
の
保
有
す
る
文
書
に
よ
り
確
認
で
き
る
平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
招
待
者

数
及
び
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
「
各
界
功
績
者
（
総
理
大
臣
等
）
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
招
待
者
数
を
お
示
し
す
れ
ば
、
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次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
招
待
者
数
の
増
加
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
招
待
者
の
選
定
基
準
が
曖
昧
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
長
年

の
慣
行
の
中
で
、
招
待
者
の
数
が
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
実
態
で
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

「
招
待
者
数
の
合
計
」 

 
 

平
成
二
十
五
年 
一
万
千
六
百
六
十
九
人 

 
 

平
成
二
十
六
年 

一
万
二
千
八
百
二
十
一
人 

 
 

平
成
二
十
七
年 

一
万
三
千
六
百
九
十
七
人 

 
 

平
成
二
十
八
年 

一
万
三
千
六
百
八
十
三
人 

 
 

平
成
二
十
九
年 

一
万
三
千
九
百
十
五
人 

 
 

平
成
三
十
年 

一
万
五
千
九
百
十
人 

 
 

平
成
三
十
一
年 

一
万
五
千
四
百
二
十
人 

 
 

「
各
界
功
績
者
（
総
理
大
臣
等
）
」 

 
 

平
成
二
十
七
年 

七
千
三
百
八
十
五
人 
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平
成
二
十
八
年 

七
千
六
百
五
人 

 
 

平
成
二
十
九
年 

七
千
五
百
九
十
五
人 

 
 

平
成
三
十
年 

九
千
四
百
九
十
四
人 

 
 

平
成
三
十
一
年 

八
千
八
百
九
十
四
人 

七
及
び
八
に
つ
い
て 

 
 

「
推
薦
の
あ
っ
た
人
の
功
績
の
確
認
の
方
法
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
お
尋
ね
の

「
各
界
功
績
者
（
総
理
大
臣
等
）
」
の
推
薦
者
ご
と
の
内
訳
及
び
安
倍
晋
三
衆
議
院
議
員
事
務
所
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
人
数

に
つ
い
て
は
、
資
料
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
招
待
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、

内
閣
官
房
及
び
内
閣
府
に
お
い
て
氏
名
や
役
職
等
の
情
報
を
基
に
最
終
的
に
取
り
ま
と
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
平
成
三
十
一
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
桜
を
見
る
会
」
の
招
待
者
の
う
ち
、
御
指
摘
の
「
各
界
功
績
者
（
総
理
大
臣

等
）
」
が
半
数
を
超
え
て
い
る
と
の
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
招
待
者
の
選
定
基
準
が
曖
昧
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
長
年
の

慣
行
の
中
で
、
招
待
者
の
数
が
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
桜
を
見
る
会
」
に
つ
い
て
は
、
招
待
基
準
の
明
確
化
や
招
待
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化
を
検
討
す
る
と
と
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も
に
、
予
算
や
招
待
人
数
も
含
め
て
全
般
的
な
見
直
し
を
、
幅
広
く
意
見
を
聴
き
な
が
ら
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
そ
の
確
認
の
方
法
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


